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宮城県

保健福祉部障害福祉課
ほ　けん ふく　し　 ぶ　しょう がい  ふく　し　  か

みや　ぎ　 けん
右のコードは文字を読むことが難しい方のための音声コード

「Uni-voice」です。専用アプリをダウンロードしたスマート

フォンで読み取ることができます。
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聞こえが不自由なことを示すマークです。

このマークを示されたら「聞こえない・

聞こえにくい」ことを理解し、コミュニ

ケーションの方法に配慮しましょう。

き　　　　　　　　ふ　じ　ゆう　　　　　　　　 しめ

き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 り  かい

ほう ほう　　  はい  りょ

しめ　　　　　　　　　　　　き

耳マーク
みみ

「だれもが住みよい福祉のまちづくり

条例」に適合し、障害のある方に限らず、

だれもが利用しやすい公益的施設に

交付されます。

す　　　　　　　　 ふく　し　

 り　よう　　　　　　　　　　　こう えき  てき　し   せつ

こう  ふ

じょうれい　　　 てき ごう　　　 しょうがい　　　　　　   かた　　 かぎ

宮城県適合マーク
みや　ぎ  けん てき ごう

視覚に障害のある方の安全やバリア

フリーに考慮された建物や機器などに

付けられます。信号機や音声案内装置、

書籍などで見かけるマークです。

し　かく　　　しょうがい　　　　　　　　かた　　　あん  ぜん

しょ せき　　　　　　　　み

つ　　　　　　　　　　　　　　しん ごう  き　　　 おん せい あん ない  そう  ち

こう　りょ　　　　　　　 たて もの　　　  き   き

盲人のための国際シンボルマーク
もう じん こく さい

義足や人工関節を使用している方、

内部障害や難病の方など、外見からは

分からなくても手助けや配慮を必要と

している方が身につけるマークです。

ぎ　 そく　　　じん  こう  かん  せつ　　　  し    よう　　　　　　　　　　  かた

わ　　　　　　　　　　　　　　　 て　だす　　　　　 はい  りょ　　　ひつ よう

かた　　　み

ない　ぶ しょう がい　　 なんびょう　　  かた　　　　　　　 がい けん

ヘルプマーク

身体内部に障害がある人を表すマーク。

内部障害の方は優先席や障害者用駐車

スペースの利用を希望している場合があ

りますので、御理解・御協力ください。

しん たい ない　ぶ　　　しょうがい　　　　　　　ひと　　あらわ

り　よう　　　き　ぼう　　　　　　　　　  ば  あい

ご　 り　かい　　　ごきょうりょく

ない  ぶ しょうがい　　  かた　　  ゆう せん せき　　 しょうがい しゃ ようちゅうしゃ

ハート・プラスマーク

人工肛門・人工膀胱を保有している方

（オストメイト）のための設備があること

を表しています。トイレの入口・案内

誘導プレートに表示されています。

じん こう こう  もん　　 じん  こう ぼう こう　　　  ほ　ゆう　　　　　　　　　 かた

ゆう どう　　　　　　　　　　 　ひょう じ

あらわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　いり ぐち　　  あん ない

せつ  び

オストメイトマーク

「白杖 SOSシグナル」運動を啓発する

マーク。白杖を頭上に掲げている方を

見かけたら、進んで声をかけましょう。

はくじょう えすおーえす　　　　　　　　　　　　うん どう　　　けい はつ

み　　　　　　　　　　　　 すす　　　　　こえ

 はくじょう　　　ず  じょう　　 かか　　　　　　　　　  かた

「白杖ＳＯＳシグナル」
普及啓発シンボルマーク

はくじょう

ふきゅうけいはつ

えすおーえす

聴覚に障害があることを理由に免許に

条件を付された方が運転する車に表示

するマーク。表示された車への無理な幅

寄せや追い越しは交通違反になります。

ちょうかく　　しょうがい　　　　　　　　　　　　　　　り  ゆう　　　めん きょ

ひょう じ 　　　　　　 くるま　　　　　む　 り  　　 はば

よ　　　　　　お　　　 こ　　　　　こう つう  い  はん

じょうけん　　　ふ　　　　　　　　かた　　　うん てん　　　　  くるま　　ひょう じ

聴覚障害者標識
ちょうかくしょうがいしゃひょうしき

障害や高齢、妊産婦など、移動に配慮

が必要な方に対して県が交付する、制度

の対象となる駐車区画の利用証です。

しょうがい　　　こう れい　　 にん さん　ぷ　　　　　　　　い　どう　　　はい  りょ

たいしょう　　　　　 ちゅうしゃ  く  かく　　　り  ようしょう

ひつ よう　　 かた　　 たい　　　　 けん　　　こう　ふ　　　　　　　せい　ど

ゆずりあい駐車場利用制度のマーク
ちゅうしゃじょう り  よう せい  ど

手話で対応できることを表すマークで、

行政機関や公共・民間施設の窓口等で

提示されます。また、障害のある方が

提示し配慮を求める場合もあります。

しゅ　わ　　　 たい おう　　　　　　　　　　　　　 あらわ

てい  じ　　　はい りょ　　  もと　　　　　 ば  あい

てい  じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい　　　　　　　  かた

ぎょうせい  き   かん　　  こうきょう　　みん かん  し  せつ　　　まど ぐち など

手話マーク
しゅ わ

肢体不自由であることを理由に免許に

条件を付された方が運転する車に表示

するマーク。表示された車への無理な幅

寄せや追い越しは交通違反になります。

し　たい　ふ　 じ　ゆう　　　　　　　　　　　　　　  り　ゆう　　 めん きょ

ひょう じ　　　　　　　くるま　　　　　む　り　　　はば

よ　　　　　　お　　　 こ　　　　　こう つう   い  はん

じょうけん　　　ふ　　　　　　　　かた　　　うん てん       　　くるま　　ひょう じ

身体障害者標識
しんたいしょうがいしゃひょうしき

筆談で対応することを表すマークで、

行政機関や公共・民間施設の窓口等で

提示されます。また、障害のある方が

提示し配慮を求める場合もあります。

ひつ だん　　　 たい おう　　　　　　　　　　　　 あらわ

てい　じ　　　はい りょ　　 もと　　　　　 ば  あい

てい　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい　　　　　　　  かた

ぎょうせい  き  かん　　　こうきょう　　みん かん  し  せつ　　　まど ぐち など

筆談マーク
ひつだん

盲導犬、介助犬、聴導犬など身体障害者

補助犬同伴の啓発マークです。施設や

店舗、交通機関などで補助犬を連れて

いる方を見かけたら協力しましょう。

もう どう けん　　かい じょ けん　  ちょうどう けん　　　　  しん たいしょうがい しゃ

かた　　　み　　　　　　　　　きょうりょく

てん　ぽ　　　こう つう　き　かん　　　　　　　　ほ　じょ けん　　　 つ

ほ　じょ  けん どう はん　　  けい はつ　　　　　　　　　　　　　　 し　せつ

ほじょ犬マーク
けん

車いす利用の方だけでなく、障害のある

すべての方を対象としています。施設や

駐車場などでこのマークを見かけたら、

利用への配慮を心がけましょう。

くるま　　　　 り　よう　　 かた　　　　　　　　　　　　　しょうがい

り　よう　　　　  はい  りょ　　こころ

ちゅうしゃじょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み

かた　　 たいしょう　　　　　　　　　　　　　　　  し  せつ

障害者のための国際シンボルマーク
しょうがいしゃ こく さい

宮城県
みや　ぎ  けん
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き

こう　つう　　　　ふ　 どう　さん　ぶん　 や　 へん

交通・不動産分野編

事業者 のみなさんへ
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誰もが暮らしやすい社会へ
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●障害者差別解消法と県条例の比較

県条例
けんじょうれい

障害者差別解消法

しょうがい しゃ さ  べつかいしょうほう　　けんじょうれい　　  ひ  かく

しょうがい しゃ さ  べつかいしょうほう

ほ しょう にん　　　ひつ  よう
て

もと　　  もど

たい へん

ていきょう  ぎ   む

ごう  り  てきはい りょ

合理的配慮の
提供義務

きん し

さ べつてきとりあつか

ふ とう

不当な
差別的取扱い
の禁止

この対応、不当な差別的取扱いに当たります
たい  おう あ

ふ   とう  　 　 　 さ 　 べ つ  てき  とり あつか

サービスの利用を拒否する例
り  よう　　きょ  ひ　　　　  れい

サービスの利用を制限
（場所・時間帯などを制限）する例

ば  しょ　　  じ  かん たい　　　　　　せいげん　 　　　　れい

り  よう　　せいげん

サービスの利用に条件を付ける例
り  よう　　じょうけん　　  つ　　　　  れい

サービスの利用・提供に当たり、
他者と異なる取扱いをする例

り  よう　　ていきょう　  　あ

た  しゃ　　こと　　　　とりあつか　　　　　　　　　れい

宮城県「障害を理由とする差別を解消し障害のある人も
ない人も共生する社会づくり条例」

ひと　　　  きょう  せい　　　　　　　 しゃ   かい　　　　　　　　　  じょう  れい

みや　  ぎ　  けん　    しょう  がい　　　　 り　  ゆう　　　　　　　　　　さ　  べつ　　　  かい  しょう　　　しょう  がい　　　　　　　　　  ひと

県民一人ひとりが障害についての理解を深め、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性

を尊重し合いながら共生する社会の実現のため、令和 3 年 4月1日に施行されました。
そんちょう　  あ　 　　　　　　　きょうせい　 　　しゃかい　　じつげん　　　　　　　　 れい わ　　　ねん　　 がつついたち　　 し  こう

けんみん  ひとり 　　　　　　　 しょうがい　　　　　　　　　　り  かい　　ふか　　　　しょうがい　　う　む　　　　　　　　  わ　　 へだ　　　　　　　　 　　　　　　　　　  そう ご　　　じん かく　　 こ  せい

障害者差別解消法
しょう がい　 しゃ　 さ    べつ   かい   しょう  ほう

障害のある方に対し、障害がない方には求めない

保証人または保証会社を求める。
ほしょうにん　　　  　　 ほしょうがいしゃ　  もと

しょうがい　　　　　　   かた　　  たい     　　しょうがい　　　　　　  かた　　　　　もと

賃貸物件への入居を希望する障害の

ある方に対して、障害があることを

理由に、賃貸人や家賃債務保証会社

への交渉等、必要な調整を行うこと

なく仲介を断る。

こうしょうなど　　ひつよう　　ちょうせい　　 おこな

り ゆう　　 　   ちんたいにん　　 や  ちん さい  む   ほしょうがいしゃ 

かた　　 たい　　　　　  しょうがい

ちん たいぶっけん　　　　にゅうきょ　 　 き ぼう　　　　しょうがい　　　　

補助犬と一緒の方が乗車しようとしたら、混雑時間を

避けてほしいと断る。
さ　　　　　　　　　　　　ことわ

ほ  じょけん　  いっ しょ　　かた　  じょうしゃ　　　　　　　　　　　　　　　こんざつ  じ かん

白杖を使用している方が、タクシー乗り場にいるのを

認識しているのに止まらない。
にんしき　　　　　　　　　　　　と

はくじょう　　し  よう　　　　　　　  かた　　　　　　　　　　　　 の　　   ば

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。障害の

ある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も

ともに生きる社会をつくることを目指し、平成 28年 4月に

施行されました（令和 3 年 5月改正）。

い　 　　　 しゃ かい　　　　　　　　　　　　　 　 め   ざ　　　　　へい せい　　　 ねん　　 がつ

し  こう　　　　　　　　　　  れい  わ　 　 ねん　　 がつかいせい

ひと　　　　  さ  べつ　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい　　　　　 　 ひと　　　　　　　ひと　　　　　　　

しょうがい　　 り  ゆう　　　　　　 さ   べつ　　かいしょう　  すい しん　　かん　　　　ほうりつ　　　しょうがい

障害の特性に合った必要な配慮をすることが「合理的
配慮」です。過重な負担がないのに合理的配慮の提供
をしないことは差別にあたります。

さ  べつ

い　  し　   そ　つう　　　 じょう ほう  てい きょう　　　はい   りょ

かん   こう　　  じゅう なん　　　 へん　こう

ぶつ　り　てき　かん きょう　　　　　 はい   りょ

はい りょ　　  　　 　　　   かじゅう　　 ふ  たん　　　　 　　　　　  ごう  り  てきはい りょ　　 ていきょう

しょうがい　　  とく せい　　 あ　　　　  ひつよう　　 はい りょ　　　　 　　　　　　　　　　ごう  り  てき

障害があるというだけで、正当な理由なく
サービスの提供をしないことや、障害のな
い人と異なる取扱いをすることは「不当な
差別的取扱い」にあたります。
さ  べつてき とりあつか

ひと　　こと　　　  とりあつか　　　　　　　　　　　　　　  ふ とう

ていきょう　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい

しょうがい　　 　　　　　　　　　　　　　　　　  せいとう　　 り  ゆう

障害を理由とする差別とは…
しょうがい　　   り  ゆう　　　　　　   さ   べつ

合理的
配慮の提供を
しないこと

はい  りょ　　　  てい きょう

ごう   り    てき

不当な
差別的取扱い
をすること

さ   べつ てき  とり  あつか

ふ　 とう

障害を理由とする
不当な差別的取扱いの禁止
ふ　 とう　　　　 さ　 べつ  てき とり  あつか　　　　　  きん　 し

しょう がい　　　  り   ゆう

合理的配慮の提供義務
ごう　 り　 てき　はい　りょ　　　 てい きょう　ぎ　  む

■条例のガイドライン
じょうれい

https://www.pref.miyagi.jp/
documents/7253/848585.pdf

●物理的環境への配慮　●意思疎通・情報提供の配慮
●ルール・慣行の柔軟な変更

誰に
対して
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だれ
障害のある人
及びその家族その他の関係者
およ　　　　　　　か  ぞく　　　　  た　　   かん けい しゃ

しょうがい　　　　　　ひと

障害者
しょうがいしゃ

何人も
なんぴと

行政機関　 事業者
ぎょうせい  き  かん　　   じぎょうしゃ

県及び事業者への協力について
努力義務

けん およ　　 じぎょうしゃ　　　  きょうりょく

義務
ぎ　む

規定なし
き  てい

県民
けんみん

努力義務※
どりょく ぎ　む

どりょく ぎ　む

事業者
じぎょうしゃ

義務
ぎ　む

義務
ぎ　む

県
けん

誰が
だれ

「障害を理由とする不当な差別的取扱い」の具体例交通機関・不動産分野における
 こう つう  き  かん　　　 ふ どう さん ぶん や しょうがい　　　り　ゆう　　　　　　　 ふ  とう　　　さ　べつ てき とりあつか　　　　　　 ぐ  たい れい

※上記は一例です。
じょうき　　いちれい

2 3
※政令で定める日からは「義務」となります。

せいれい　　 さだ　　　　  ひ　　　　　　　　　 ぎ　む

知っていますか
し ？

ちゅうかい    ことわ



「合理的配慮」は、障害のある方から社会的バリアをなくす何らかの

対応を必要としていると意思表明があった際、過重な負担※にならない

範囲で対応することです。県条例は、事業を行うに当たり、その

実施を義務付けています。障害の状況等によって必要とする対応は

一人ひとり違います。どんなことに困っているかをよく確かめ、適切な

配慮をしましょう。

ひとり　　　　　　ちが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こま　　　　　　　　　　　　　　　　　  たし　　　　　　　　てき せつ

じっ　し　　　  ぎ　 む　  づ　　　　　　　　　　　　　　  しょう  がい　　 じょうきょうとう　　　　　　　　　 ひつ よう　　　　　　    たい おう

はん  い　　　　たい おう　　　　　　　　　　　　　  　　　けん じょう れい　　　　 　   じ ぎょう　　 おこな　　　  　  あ　　

たい おう　　  ひつ  よう　　　　　　　　　　　　　　い　 し  ひょうめい　　　　　　　　　さい　　　か じゅう　　  ふ　たん

ごう   り   てき  はい りょ　　　　　 　   しょう  がい　　　　　　 　 かた　　　　　 しゃ  かい てき　　　　　　　　　　　　　　　　  なん

はい りょ

4 5

「合理的配慮」は
社会的バリアをなくすこと
から始まります！

はじ

しゃ　かい   てき

ごう　 り　 てき  はい   りょ

観念（心）のバリア
かん ねん   こころ

慣行のバリア
かん　こう

制度のバリア
せい　 ど

事物のバリア
じ   ぶつ

しょうがい　　　　　　 ひと　　　　こころ

障害のある人への心ない

言葉や視線、偏見など
こと  ば　　　し  せん　 へん けん

しょうがい　　　　　　   ひと　　 そん ざい

障害のある人の存在

を意識してない慣習

や文化など

い  しき　　　　　　　　　   かんしゅう

ぶん か

しょうがい　　　　　　　　　　　　　   り  ゆう 

障害があることを理由

に資格、免許を与えない

など

し  かく　 めんきょ　　あたえ

ほ　どう　　 だん  さ　　　つう こう　  さまた

歩道の段差、通行を妨げる

障害物、乗降口や施設の

出入口の段差など

しょうがいぶつ　　   じょうこう ぐち　　　し   せつ

ちょっとした気づかい でみんなが笑顔に
き

 え　がお

車いす利用の方が列車に乗降

する、または乗降のため駅構内

を移動する際に手伝う。

バスと歩道等のすき間が広く

開かないように停車する。

物件案内時に、車いすを押して

案内する。
あんない

ぶっけんあんない  じ　　　　くるま　　　　　　お

ひら　　　　　　　　　　　 ていしゃ

ほ  どうなど　　　　　　　ま　　　ひろ

い  どう　　　　さい　　て  つだ

じょうこう　　　　　　えきこうない

くるま　　　　 り  よう　　 かた　　 れっ しゃ　　じょうこう

聴覚障害の方に、メモ等筆談により

対応を行う。

窓口等で、障害のある方の特性

に応じたコミュニケーション手段

（筆談、読み上げ等）で対応する。

障害のある方のタクシー乗降時

の補助、車いす等の大きな荷物

をトランクへ収納する手助け等

を行う。

しゅうのう　　　　 て  だす　　など

おこな

ほ じょ　  くるま　　　 など　　おお　　　　 に  もつ　

しょうがい　　　　　  かた　　　　　　　　　 じょうこう じ

おう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅだん

ひつだん　よ　　　あ　　 など　　　 たいおう

まどぐちなど　　   しょうがい　　　　　 かた　　とくせい

たいおう   おこな

ちょうかくしょうがい　  かた　　　　　　　などひつだん

券売機の利用が難しい場合、障害

の特性に応じて券売機操作や、

窓口での購入を手伝う。

種々の手続きにおいて、障害

のある方の求めに応じて文章

を読み上げたり、書類の作成

を手伝う。

物件のバリアフリー対応状況が

分かるように、写真を提供する。
わ　　　　　　　　　　　　しゃしん　   ていきょう

ぶっけん　　　　　　　　　　　　　　たいおうじょうきょう

よ　　　  あ　　　　　　　　　 しょ るい　　 さく せい

かた　　もとめ　　　　おう　　　　ぶんしょう

て  つだ

しゅ じゅ　　 て  つづ　　　　　　　　　　　　しょうがい

まど ぐち　　　　こうにゅう　　て  つだ

とく せい　　おう　　　　けんばい き  そう さ

けんばい き　　  り  よう　むずか　　　  ば あい　しょうがい

意思疎通・情報提供の配慮の具体例　　
い　し　  そ  つう　　じょうほうていきょう　　 はい  りょ　　  ぐ  たい  れい  

ルール・慣行の柔軟な変更の具体例
かんこう　　じゅうなん　　 へん こう　　  ぐ  たいれい

物理的環境への配慮の具体例
ぶつ  り  てきかんきょう　　  　  はい りょ　　  ぐ  たいれい

「合理的配慮の提供」の具体例交通機関・不動産分野における
こう つう  き  かん　　　 ふ どう さん ぶん や ごう  り  てき はい  りょ　　 ていきょう　　　　　ぐ  たい れい

で  いり ぐち　　  だん　さ

※過重な負担に当たるかは、例えば、事業規模や財務状況、業務遂行に及ぼす影響などの要素を考慮し、個別の状況に応じて判断されます。
かじゅう　　 ふ  たん　　  あ　　　　　　　　　　　たと　　　　　　　じ ぎょうき　ぼ　　  ざい む じょうきょう　 ぎょうむ  すい こう　　 およ　　　　 えいきょう　　　　　　よう  そ　　  こう りょ　　　　　こ べつ　　じょうきょう　 おう　　　　はんだん

体験交流会の様子は
こちらから▼

たい けんこうりゅうかい　　 よう  す

宮城県では、手助けを求める
人と手助けできる人をつなぐ
スマートフォンアプリ「May ii」
を活用した体験交流会を開催
しました。

かつ  よう　　　　  　たい けん  こう りゅう かい　    かい さい

めい     あい

みや  ぎ   けん　　　　　　　 　て  だす　　　 　 　もと

ひと　　    て  だす　　　　　　　　　 　 ひと



6 7

困っていること・配慮できること
はい  りょこま

障害の特性を知れば、配慮しやすくなります！
とく  せいしょう  がい はい   りょし

※下記は一例です。

　2 種類以上の障害を併せ持つ重複障害もあります。

か　き　　  いち れい

しゅ るい  い じょう　 しょうがい　　 あわ　　  も　　 ちょうふくしょうがい

身体障害
しん   たい  しょう  がい

知的障害
ち    てき  しょう  がい

精神障害
せい   しん  しょう  がい

身体や体幹の機能が損なわれ、

日常生活の動作に困難が伴い

ます。車いすや杖を使用する

方もいます。
かた

くるま　　　　　    つえ　　   し  よう

にちじょうせいかつ　　  どう  さ　　  こんなん　　ともな　

しんたい　　たいかん　　 き  のう　　 そこ

段差があると移動するのが難しいです。

声を掛けて、必要に応じて介助を行いましょう。

だん　 さ　　　　　　　　　　　　い　どう　　　　　　　　　　　むずか

こえ　　　　か　　　　　　　　　 ひつ   よう　　　  おう　　　　　  かい   じょ　　　おこな

障害者用の駐車場に健常者の車が止めてあり使えません。

障害者用の駐車場について、健常者が利用することのない

よう注意を促しましょう。

しょうがい  しゃ  よう　　　ちゅうしゃ じょう　　  けん じょう しゃ　　　くるま　　　と　　　　　　　　　　　 つか

ちゅう い　　　  うなが

しょう がい　しゃ  よう　　　ちゅう しゃ  じょう　　　　　　　　　　　　　 けん じょう しゃ　　  　 り 　よう

車いすの場合、歩行時より広いスペースが必要です。

商品は棚に収めて、通路に物を置かないようにしましょう。

くるま　　　　　　　　 ば　あい　　　　ほ　こう　 じ　　　　　　ひろ　　　　　　　　　　　　　　　　 ひつ  よう

しょう ひん　　　 たな　　　  おさ　　　　　　　　　つう　ろ　　　　もの　　　　お

視力、視野など「見る」機能に

障害があります。白杖を使用

し、盲導犬を連れている方

もいます。

もう どう けん　　　つ　　　　　　　　　かた 

しょうがい　　　　　　　　　　　はくじょう　　し よう

しりょく　   し　や　　　　　　み　　　　き　のう

困っていること・配慮できること
はい  りょこま

バスに乗車する時、列の動きが分からず、取り残されます。

行き先を尋ね、必要に応じて乗車時にサポートしましょう。

じょう しゃ　　　　　  とき　　　 れつ　　　うご　　　　　　 わ　　　　　　　　　　　　と　　　  のこ

い　　　　さき　　　 たず　　　　　　ひつ   よう　　　 おう　　　　　　じょうしゃ　じ

点字ブロックの上に自転車などの障害物があると怖いです。

点字ブロックは視覚障害のある方を安全に誘導するための

設備です。安心して歩けるようにマナーを守りましょう。

てん　じ                                    うえ 　　　じ   てん  しゃ　　　　　　　　しょうがい  ぶつ　　　　　　　　　　  こわ

せつ　 び　　　　　　　　　 あん しん　　　　　  ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   まも

てん　 じ　　　　　　　　　　　　　　　 し　かく しょう がい　　　　　　　　  かた　　　  あん   ぜん　　　 ゆう  どう

盲導犬と一緒だと入店を断られます。

盲導犬はパートナーです。快く入店を受け入れましょう。

もう  どう   けん　　　いっ   しょ　　　　　 にゅう  てん　　　ことわ

もう  どう  けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こころよ　　にゅう てん　　　 う　　　　い

困っていること・配慮できること
はい  りょこま

困っていること・配慮できること
はい  りょこま

聴覚障害は音や声が聞こえない、あるいは

聞こえにくい障害です。補聴器や人工内耳

などを装用している方もいます。言語障害

には、発音がうまくできない構音障害と、

言葉が理解できない失語症があります。
こと ば　　  り かい　　　　　　  しつ ごしょう

はつ おん　　　　　　　　　　　　　   こうおんしょうがい

き　　　　　　　　しょうがい　　　　　 ほ ちょうき　　じんこうない じ

そうよう　　　　　　　かた　　　　　　　　　げん ごしょうがい

ちょうかくしょうがい　おと　　 こえ　　き

補聴器や人工内耳を使っていても、言葉がはっきり聞き取れない場合が

あります。

表情が分かるように、顔を見ながらゆっくり口を動かして話しかけてください。

   こと　 ば　　　　　　　　　　　　　　   き　　　　 と　　　 　　　　　　  ば　あい  つか じん  こう  ない　じほ  ちょう き

ひょうじょう　　　 わ　　　　　　　　　　　　　　　　かお　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　  くち　　　 うご　　 　　　　　  はな

伝えたいことを理解してもらえません。

「はい」「いいえ」で答えられる質問をする、絵や写真を使うなどして、コミュ

ニケーションをとりましょう。

つた　　　　　　　　　　　　　　　　 り　かい

こた　　　　　　　　　　    しつ  もん　　　　　　　　　　  え　　　   しゃ  しん　　　 つか

音によって周囲の状況を把握できないので、情報を取得することが困難な

場合があります。

メモやスマホを使って状況を伝えましょう。

おと　　　　　　　　　　  しゅう  い　　　  じょうきょう　　　 は 　あく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じょう ほう　　　 しゅ　とく　　　　　　　　　　　　　　 こん  なん

 ば　 あい

つか　　　　　  じょうきょう　　  つた

目と耳の両方に

障害があること

です（視覚と聴覚

の重複障害）。

し かく　 ちょうかく

ちょうふくしょうがい

しょうがい

め　　  みみ　　りょうほう

読み書き計算や、考える、

理解するなどの知的な機能

に発達の遅れがあります。
はったつ　　おく

よ　　　 か　　 けい さん　　　　かんが

り  かい　　　　　　　　　　 ち てき　　　き のう

複雑な説明や抽象的な概念が理解できない場合があり

ます。

案内板や資料は具体的に説明し、漢字にふりがなを付け

ましょう。絵や図を用いると分かりやすいです。

ふく  ざつ　　    せつ　めい　　　 ちゅうしょう  てき　　　 がい   ねん　　　   り　 かい　　　　　　　　　　　　　ば　あい

え　　　　 ず　　　　もち　　　　　　　　   わ

あん  ない   ばん　　　   し　 りょう　　　 ぐ　 たい  てき　　　  せつ  めい　　 　　　  かん　じ　　　　　　　  　　　　　　　　　　 つ

一度にたくさんのことを聞くと、混乱することがあります。

短い文章でゆっくり、丁寧に、繰り返し説明しましょう。

いち　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き  　　　　　　　  こん らん

みじか　　 ぶん  しょう　　　　　　　　　　　　　　  　 てい  ねい　　　  　  　 く　　　　かえ　　　せつ   めい

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

外見上は障害があることに気づかれ

にくく、生活しにくい。

ヘルプマークを付けている人が困って

いるのを見かけたら、「何かお困りで

すか」と声かけしましょう。

せい  かつ

がい けん じょう　　 しょう がい　 　　　　　　　　　　　　　　　 き

こえ

み　　　　　　　　　　　　　　　  なに 　　　　　  こま

つ　　　　　　　　　　　  ひと　　　  こま

体力がなく、疲れやすい。

本人から配慮の申し出があった際は、ベンチなど休める

場所に案内して話をしましょう。

たい りょく　　　　　　　　　　つか

ば　しょ　　　 あん ない　　　　　はなし

ほん にん　　　　　　はい  りょ　　　もう　　　  で　　　　　　　　　　　 さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やす　

困っていること・配慮できること
はい  りょこま

困っていること・配慮できること
はい  りょこま

コミュニケーションや情報入手、移動など

に複合的に困難を抱えています。目の

前の情報や状況も分からないことがあり

ます。 

一人ひとり見え方や聞こえ方が異なる

ので、見やすい文字、聞き取りやすい

音声、手書き文字（手のひら書き）、手話、

触手話など、どのような方法をとれば

よいのか、本人に確認しましょう。

じょう ほうにゅうしゅ　　　  い　どう

ふく   ごう  てき　　　  こん  なん　　　  かか　　　　　　　　　　　　　　　　　め

まえ　　   じょう ほう　　　じょうきょう　　　わ

ほん にん　　 かく にん

しょく しゅ　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ほう  ほう

おん   せい　　て　  が　　　  も 　 じ　　  て　　　　　　　   か　　　　　   しゅ   わ　　  

ひと  り　　　　　　　   み　　    かた　　　 き　　　　　   かた　　　こと

み　　　　　　　　　  も　  じ　　　    き　　　　 と

肢体不自由
し　たい　ふ　 じ　ゆう

内臓機能の異常や喪失で常

に医療的ケアが必要です。

ペースメーカーや人工呼吸器

などを使用しています。

じん こう こきゅうき　

し  よう　　　　　

い りょうてき　　　　　　 ひつ よう

ないぞう  き  のう　    いじょう　　そうしつ　　 つね

内部障害
ない  ぶ  しょうがい

視覚障害
し　かくしょう がい

知的障害
ち　てきしょう がい

精神疾患により、ストレスや環境の変化に弱く、

対人関係が苦手な方もいます。症状に波があり、

服薬で病状をコントロールしている方もいます。

せいしん しっかん　　　　　　　　　　　　　　　　かんきょう　  へん  か  　　よわ

たいじんかんけい　　 にが て　　 かた　　　　　　　　　 しょうじょう　  なみ

ふくやく　  びょうじょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かた

精神障害
せい しん しょうがい

脳機能の発達が関係する障害で、コミュニケー

ションや対人関係をつくるのが苦手です。また、

その行動等から「変わった人」「困った人」と

誤解されることも少なくありません。

のう  き  のう　　はっ たつ　　 かんけい　　　 しょうがい

たいじんかんけい　　　　　　　　　　　　にが て

こう どうなど　　　　　　　か　　　　　　  ひと　　　 こま　　　　ひと

ご  かい　　　　　　　　　　　　すく

発達障害
はっ たつ しょうがい

盲ろう
もう

聴覚・言語障害
ちょうかく　　　げん　ご　しょうがい

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

困っていること・配慮できること
はい  りょこま

人とコミュニケーションをとるのが苦手な場合も

あります。

相手に不安を感じさせないように穏やかな対応を

心掛けましょう。また、本人が困っていることを

話せる環境を整えましょう。

ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　にが　て　　　　  ば　 あい

あい　て　　　   ふ　  あん　　   かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   おだ　　　　　　　    たい おう　　  

こころ が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほん  にん　　　　こま

はな　　　　　 かん きょう　　ととの

同時に複数のことや、段取り

良く行動することができない

場合があります。

説明は具体的に、手順は簡潔

に話しましょう。

どう　 じ　　　   ふく  すう　　　　　　　　　　　　　  だん　ど

よ　　　 こう  どう

せつ  めい　　　  ぐ   たい てき　　　　 　　て　じゅん　　　かん  けつ

 ば　 あい

はな

外見では分かりにくく、障害を理解してもらえない

ことが多い。

障害への偏見をなくし、できないことを責めるよう

な言葉は使わないようにしましょう。

がい  けん　　　　　　 わ　　　　　　　　　　　　　　　  しょう がい　　　  り　かい

しょうがい　　　　　  へん  けん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せ

こと   ば　　　  つか

おお

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん

配慮
はい  りょ

困難
こん  なん


